
角田市教育委員会教育総務課 

令和８年度就学援助費事業のご案内 

角田市では、市内に在住する小・中学生のお子さんが平等に勉学に励めるよう、経済的

にお困りの保護者の方のために、学校で必要となる学用品費等の費用の一部を市が援助す

る「就学援助」事業を実施しております。 

 

支給の対象となる世帯 

次のいずれか一つに該当する方が支給対象となります。 

① 生活保護を受給している世帯 

② 前年度（または当該年度）に生活保護が停止または廃止された世帯 

③ 経済的な理由により、学用品費等の学校への支払いが困難なご家庭 

※③に該当する方は、令和７年１月～１２月の世帯収入額により判定します。 

 

申請方法 

「令和８年度就学援助費受給申請書」、「振込口座依頼書兼委任状」、及び添付書類を学校

に提出します。提出する際は、申請一式を封筒に入れ、のり付けし、表面に「学校名」、

「児童生徒氏名」、「就学援助費申請書」と記入してください。 

※小学校・中学校どちらにもお子さんがいるご家庭は、小学校に提出してください。 

※生活保護世帯の方は申請不要です。 

 

援助費支給認定標準額（参考目安） 

 

人数 世帯年収 世帯構成員 ※一例 

2人 約 280万円 母（40歳） 小学生    

3人 約 350万円 父（40歳） 母（40歳） 小学生   

4人 約 460万円 父（40歳） 母（40歳） 中学生 小学生  

5人 約 530万円 父（40歳） 母（40歳） 中学生 小学生 4歳児 

就学援助の認定基準：同一世帯全体の所得額が生活保護基準額の 1.3倍以下の世帯（表１を参考） 

・「収入」の金額は令和７年分源泉徴収票の「支払金額」や確定申告書控等を参考にしてください。 

・収入は同じ世帯にいる全員の合計額で、給与収入・事業所得・恩給・年金・その他公の給付（児童扶養

手当等）等を含みます。 

・農業収入・事業収入等については、「所得額」により判定します。 

・表の収入額は目安であり、世帯の年齢構成やその他所得状況等により目安金額以下の場合でも、審査の

結果、認定とならないことがあります。また、令和７年分の収入をもとに計算しますので、税の申告が

お済みでない等で所得不明な場合は審査を行うことができません。 

・認定標準額は令和７年度のものであり、変更になる場合があります。 

  



 

支給額・支給日・支給方法 
 

審査結果は、認否にかかわらず申請者全員に通知します。 

○審査結果：令和８年６月下旬 

○支給予定日：第１期（令和８年７月） 

第２期（令和８年１２月） 

第３期（令和９年３月） 

○支 給 方 法：保護者口座または学校長口座へ振込 

 

就学援助費支給予定額  

 

支給費目 
支給予定額 

備  考 
小学校 中学校 

学用品費 11,630円 22,730円 

 

新入学児童生徒学用品費 64,300円 81,000円 小１・中１ 

通学用品費 2,270円 2,270円 小２～６、中２、中３ 

校外活動費（宿泊無） 1,600円 2,310円 上限額（実費を支給） 

校外活動費（宿泊有） 3,690円 6,210円 上限額（実費を支給） 

修学旅行費 22,690円 60,910円 上限額（実費を支給） 

医療費 実費 実費 学校保健安全法施行令第 8条に規定する疾病に限る  

・支給費目、支給予定額が変更となる場合があります。 

・校外活動費、修学旅行費は認定日以後に実際に参加した場合に支給対象となります。 

・「新入学児童生徒学用品費」について、年度当初までに申請し認定された小学１年生・中学１

年生が支給対象となりますが、入学前に入学準備費を受給した方は受給費目から除かれま

す。なお、支給額の改定があった場合、入学前に入学準備費を受給した方のうち、令和８年

度就学援助費の認定者に限り、差額支給をいたします。 

 

 

注意事項 

○令和７年度中に新小学１年、新中学１年の方で、「入学準備費」の申請をされた方も、

「令和８年度就学援助費」の受給を希望される場合は、申請が必要となります。 

 

 

=ご不明な点はこちらまでお問合せください= 

 

角田市教育委員会教育総務課  〒981-1592 角田市角田字大坊 41番地 

 ℡：0224-63-0130 Fax：0224-63-4884 E-Mail：kyoui@city.kakuda.lg.jp 


